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　石狩管内の子ども会の仲間たち

と交流し、親睦を深める楽しい集

いを開催します。小学生はもちろ

ん、各地区育成会の父母の参加も

お待ちしています。

▼日時　

　10 月 30 日（土）

　9 時 45 分～ 15 時

▼会場　

　西当別コミュニティーセンター

▼対象者　

　石狩管内在住の小学校 3 年～ 6

年生の子ども会会員、父母

▼内容

【子どもプログラム】

　巨大カルタ大会、松ぼっくり

アートをつくろう

【育成者プログラム】

　いざという時の防災学習

【子ども＆育成者プログラム】

　木村優斗さんによるパーカッ

ションライブ

▼申込み　

　単位子ども会ごとに取りまとめ

ていますので、所属育成会の担当

者にお問い合わせください。

▼問合せ　当子連本部（総合体育

館内・☎ 22 － 3834）

当別町福祉のまちづくり勉強会

　福祉をテーマにしたまちづくり

勉強会です。ぜひ、ご参加下さい。

▼日程　10 月９日（土）

▼場所　ゆとろ

▼参加料　

　 無 料（ 昼 食 代、

買物等は自己負担）

▼内容

・『映画上映と講演』

　9 時 30 分～ 12 時

　小児がん患者や体験者を悲劇の

主人公ではなく、“再生”のシン

ボルとして描いたドキュメンタ

リー映画「風のかたち‐小児がん

と仲間たちの 10 年」を上映後、

伊勢真一監督による講演会も行い

ます。

・『とうべつぶらぶら昼食休憩』

　12 時～ 13 時 30 分

　町内の商店街で昼食休憩をと

り、バス祭りや赤レンガでのイベ

ントにも参加出来ます。

・『講演　山崎幸氏』

　13 時 30 分～ 14 時 30 分

　中国での 2 度の戦争体験から、

戦争の悲惨さや命の尊さについて

講演して頂きます。

・『とうべつじまん』

　14 時 40 分～ 16 時 10 分

　様々な分野の方から、普段行っ

ている活動を紹介して頂きます。

・『トークセッション』

　16 時 20 分～ 17 時 30 分

　子育て、若者、教育、障がい、

高齢の各分野の方から、これから

の当別町のために“今、私たちが

出来る事”を話して頂きます。

▼問合せ　

当別町障がい者総合相談支援セン

ター nanakamado（ななかまど）

（☎ 23 － 1917）

当別総合型地域スポーツクラブ

愛称決定！
　広報やホームページなどで募集

し、 皆様から応募いただいた愛

称を選考した結果、 当別総合型

地域スポーツクラブの愛称は、

長谷川晴枝さん （西町） の

「ふれ ・ スポ ・ とうべつ」
に決定しました。 たくさんのご応

募ありがとうございました。

▼問合せ　

当別総合型地域スポーツクラブ

事務局 （☎ 22 － 3833）

石狩管内地域子ども会の集い第 5 回スウェーデンヒルズ
「みんなの作品展」

　年に 1 度、交流センターガラ

ス工芸工房、木材工芸工房の作家

の作品や、工芸教室に通う皆さん、

スウェーデンヒルズ在住の皆さん

を中心に、日頃の成果を一緒に楽

しむ作品展です。

▼日時

　11 月 3 日（水）～ 7 日（日）

　10 時～ 16 時 30 分

　（7 日のみ 15 時まで）

▼会場　

　スウェーデン交流センター 2 階

▼問合せ

　スウェーデン交流センター

　担当 : 高比良（☎ 26 － 2360/

FAX 26 － 2992/Mail:Swedcent@

aioros.ocn.ne.jp）

　当別大橋横上流側に新橋の架設

工事を施工しております。工事中

はご迷惑をお掛けしますが、ご理

解とご協力をお願いします。

▼工事区間　幸町、栄町、樺戸町

▼期間　平成 23 年 3 月 30 日まで

▼問合せ　札幌建設管理部当別出

張所（☎ 23 － 2220）、図①橋梁：

菱中・勝幸辰経常 JV（☎ 27 －

5691）、図②取付道路：㈱成田工

業（☎ 090 － 9516 － 5456）

当別大橋工事のお知らせ
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【国民年金基金について】

　国民年金への上乗せ年金として、平成 3 年 5 月か

ら国民年金基金制度が創設され、老齢基礎年金額への

上積年金の受給が可能になりました。

　この基金には、自営業の方など国民年金第 1 号被

保険者の方で、60 歳未満の方が加入できます。掛金

は全額社会保険料控除となり、加入時の掛金や受け取

る年金額は変わりません。加入手続きなど詳しくは

北海道国民年金基金（フリーダイヤル 0120 － 65 －

4192）までお問い合わせください。

■役場窓口年金相談日　

　10 月 4 日（月）・25 日（月）〈戸籍年金係窓口〉　

■年金保険相談所の開設

　主催　札幌北年金事務所

　日時　10 月 20 日（水）10 時～ 15 時

　場所　商工会館（錦町）　

※年金保険相談は予約制です（相談予約専用ダイヤル

☎ 011 － 717 － 4133）。また、代理人の方が相談に

行く場合は、委任状・身分証明書が必要です。

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

【出産費用の直接支払制度をお知らせします】　

　出産費用の直接支払制度とは、原則 42 万円まで当

別町国民健康保険から病院等に出産育児一時金を直接

支払う制度です。平成 21 年 10 月 1 日以降の出産が

対象となりますので、直接支払制度の利用を希望され

る方は、病院等に申出てください。

　出産に係る費用が 42 万円にならなかったときやご

不明な点については、お問い合わせください。

【ジェネリック医薬品についての Q&A】

Q全ての新薬には、ジェネリック医薬品がありま

すか？

Aジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れてか

ら製造販売される薬なので、まだ、特許期間中

の新薬にジェネリック医薬品はありません。

Qひとつの薬に対して、ジェネリック医薬品もひ

とつだけですか？

Aひとつの薬に対して、複数のジェネリック医薬

品があることが多いので、医師や薬剤師の説明

を納得がいくまで受けましょう。

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

　町内の専門相談員による各種合
同相談会を開催します。
　日ごろから気になっていること
や、行政に対する意見などをぜひ
この機会にご相談ください。
■日　時 　10 月 26 日 ( 火 )　
　　　　　　13 時～ 16 時 30 分
■場　所 　ゆとろ ( 西町 )
■相談料　無　料
※事前に予約願います。当日は、
直接会場にお越しください。相談
者の方の秘密は厳守されます。
■詳　細　広報広聴係
　( ☎ 23 － 3069)

１日合同相談所を
開設します！！

内　容 相　談　者

行政相談
行政・国の行う業務に対
する要望、意見など

 行政相談委員
 秋場　信一さん
 古谷　陽一さん

相続・不動産登記
司法書士業務など

 司法書士
 橋本　俊一さん
 吉原　  洋  さん

人権相談
家庭、近所のもめごとなど

 人権擁護委員
 堀内　敎子さん

消費相談
契約トラブルなど

 相談員
 松田　友美さん

　北海道弁護士連合会主催による

無料法律相談です。お気軽にお申

し込みください。

　なお、本相談会は当別町顧問弁

護士による法律相談ではありませ

んので、会場にご注意ください。

▼日時　

　11 月 12 日（金）

　13 時～ 16 時

▼会場　消費生活相談室

　（役場１階町民ホール）

▼予約開始日　

　10 月 18 日（月）

▼問合せ・予約先

　総務課総務係

　（☎ 23 － 2330）

全道一斉すずらん
無料法律相談会
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　認知症を地域で見守り、支える

ための活動を学びます。認知症サ

ポーター（オレンジリングをお持

ちの方）や認知症を地域で支える

ための活動に参加したい方は、ぜ

ひご参加ください。

▼日時　10 月 28 日（木）

　18 時～ 20 時

▼場所　ゆとろ　

▼内容「認知症サポーターが地域

でできること～もの忘れ散歩ので

きる町の取り組み」

講師:本別町地域包括支援センター 

所長補佐　飯山明美氏

▼申込締切　10 月 21 日（木）

▼申込み・問合せ　

　当別町地域包括支援センター

（☎ 25 － 5152/FAX 25 － 5159/

Mail:tobetsu-h@hghi.or.jp）

認 知 症認 知 症

認知症サポーター継続研修
を開催します

困ったときの納税Ｑ＆Ａ

Ｑ当初送付された納付書を紛失
してしまいました。納付する

にはどうすればいいでしょうか？

Ａ納付書がない場合、納税課

窓口にお越しいただけれ

ば、その場で再交付することがで

きます。都合により来庁できない

ときは、ご自宅などへ納付書を郵

送いたしますのでご連絡下さい。

◆夜間納税相談　

　10 月 14 日（木）・28 日（木）

　19 時 30 分まで

▼問合せ　

　納税課納税係（☎ 23 － 2341）

　少しくらいなら…軽い気持ちで

流してしまうものの中には下水道

管を詰まらせたり、傷めたりする

ものが数多くあります。

　身の回りの水環境や生活環境を

よりよくするために、下水道を大

切に、正しく使いましょう。

●水に溶けない紙、生ごみ、ガソ

リンなどの石油類や薬品などは流

さないでください。

●ごみや油を道路の溝やますに捨

てないでください。

●洗剤は適量を使いましょう。

▼問合せ　上下水道課業務係

　（☎ 22 ― 2411）

油 漏 れ油 漏 れ

油漏れにご注意ください

　一般家庭のホームタンクや事業

所のタンクから灯油などの油類が

漏れ出し、河川などに流れ出す事

故が増えています。事故が発生し

た場合、その除去等のため多額の

費用がかかる場合があります。

　今後、灯油等の使用が増える季

節になりますので、事前にホーム

タンクや配管の点検を実施するな

ど、ご注意をお願いいたします。

▼詳細　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 ― 2503）

文 化 祭文 化 祭

文化の秋  当別町 140 年記念
第 61 回当別町文化祭

　町内の芸術愛好家の発表と数多

くの力作が展示されますのでご来

場ください。

▼日程　

　10 月 29 日（金）～ 31 日（日）

▼会場・内容

・白樺コミュニティーセンター

　（舞台発表部門）

・総合体育館（総合展示部門）

・ふれあい倉庫（菊花展）

・西当別コミュニティーセンター

（ピアノコンサート、11 月 3 日開催）

▼申込み・問合せ

　町教委社会教育課（総合体育館

内・☎ 22 ― 3834）、西当別コミュ

ニティーセンター (☎ 26 ― 3300）

条 例条 例

北海道障がい者条例が
施行されました

　「北海道障がい者及び障がい児

の権利擁護並びに障がい者及び障

がい児が暮らしやすい地域づくり

の推進に関する条例」（略称：北

海道障がい者条例）は、障がいが

あっても安心して地域で暮らすこ

とのできる社会づくりを推進する

ための条例です。

◆主な施策

１　障がいのある方の暮らしやす

い「地域づくり」を進めます。

２　地域で生き生きと暮らせるよ

う働く障がい者を応援します。

３　障がいのある方の虐待や差別

等をなくし、権利擁護を進めます。

▼問合せ 石狩振興局社会福祉課

（☎ 011 － 204 － 5861 ）

下 水 道下 水 道

下水道を大切に使いましょう

 10/1 ～ 10/31 は
 一人ひとりが環境景観を意識し美しいまちづくりに努めましょう。

  集中美化強化月間


